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田辺市庁舎総合管理業務プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この実施要領は、田辺市庁舎総合管理業務（以下「本業務」という。）の受託事業者を、

公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 本業務の概要 

（１）業務名 

田辺市庁舎総合管理業務 

（２）業務の目的 

市の庁舎は、市政全般にわたる中心的な行政拠点であり、全ての人が快適に利用でき、

市民サービスが円滑に受けられ、また、災害時の防災拠点として、その機能が十分に発

揮されることが必要である。本業務は、令和６年３月末に完成予定である本市の新庁舎

における維持管理に関する業務を、優れたノウハウと経験を有する事業者に一括して

委託し、効率的かつ適正な管理のもと、庁舎として必要な機能を十分に発揮させ、施設

の長期的な維持、保全に資することを目的とする。 

（３）業務内容 

  ア 常駐設備管理業務 

  イ 常駐警備業務 

  ウ 施設維持管理業務 

  エ 清掃業務 

  オ 植栽業務 

  カ 駐車場管理業務 

  キ その他本市が指定する業務 

  ※業務の詳細は仕様書を参照のこと。 

（４）委託期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

   ※新庁舎の完成は令和６年３月末を予定している。 

   ※業務開始は令和６年４月１日を予定しており、３年間（36 か月間）の業務期間と

する。ただし、令和６年４月１日より移転作業を行うため、執務開始（開庁日）ま

で一定の期間が生じることに留意すること。 

   ※工期延長等により、完成日が変更された場合、委託期間を変更する場合があること

に留意すること。 

 （５）提案限度額 

    275,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

    ※提案限度額は業務期間３年分の合計額である。     

 （６）施設概要 
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   「業務共通仕様書」を参照すること。 

 （７）受託者の選定方法 

    公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）とする。 

 

３ プロポーザル参加資格 

単体事業者又は共同企業体（ＪＶ）とし、次の要件を満たす者であること。なお、単体

事業者・共同企業体いずれの場合においても、本業務を受託しようとする者は、本業務の

遂行に必要な資格を有する者で構成し、又は関連会社･協力会社を含めて必要な資格等を

網羅し、一連の業務を確実に遂行できる者でなければならない。 

【単体事業者の場合】 

（１）田辺市物品入札参加者等登録名簿に登録があること。 

（２）田辺市物品購入等契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づく入札参加資格停

止を受けている期間中でないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資

格の再認定を受けている者を除く。 

（５）事業者、事業者の役員又は従業員（以下「事業者関係者」という。）が過去から現

在にかけて、暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団又は、同法第２条第６号に規定する暴力団員と密

接な関係を有している者、総会屋その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」とい

う。）でなく、事業者関係者が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等の便宜

を図っておらず、自ら意図して交際したり、維持・運営に協力若しくは関与していな

いこと。 

（６）平成 25年４月１日から本プロポーザルの公告日までの間に、建築物における衛生的

環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に規定する建築物環境衛生管理技

術者の選任が必要な官公庁施設（※１）に係る総合管理業務（※２）を元請けとして履

行した実績があること。ただし、上記の期間中において履行中の契約については、本プ

ロポーザル公告日の時点で、履行期間が１年を経過しているものを実績とみなす。 

（※１）国、地方公共団体又は和歌山県建設工事等入札参加条件における施工実績認定基

準（平成 21 年１月 22 日施行）第１項ウ）若しくは同項エ）に定める法人が所有す

る施設をいう。ただし、不特定多数の者が出入りする床面積 8,000 ㎡以上の建築物

に限る。 

（※２）建築物環境衛生管理技術者を選任するとともに、当該施設の設備管理、環境衛生

管理、清掃、維持保全等、複数の業務を一括して請け負い、複数年にわたって建物
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を総合的に管理する業務形態をいう。 

【共同企業体の場合】 

（１）構成員全てが、【単体事業者の場合】の（１）から（５）までの全ての要件を満たし 

ていること。 

（２）共同企業体の代表者となる者は、【単体事業者の場合】の（６）の要件を満たしてい 

ること。 

（３）共同企業体の代表者となる者の出資比率は構成員中最大であること。 

（４）共同企業体の構成員が、単体事業者又は他の共同企業体の構成員として、本プロポー 

ザルに参加していないこと。 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

（１）公告          令和５年５月 19日（金） 

（２）質問受付締切    令和５年６月 ２日（金） 

（３）質問への回答    令和５年６月 13日（火）頃 

（４）参加表明書等提出期限  令和５年６月 21日（水） 

（５）企画提案書等提出期限  令和５年７月 18日（火） 

（６）第１次審査結果通知   令和５年７月 26日（水）頃 

（７）第２次審査    令和５年８月 ４日（金）予定 

（８）第２次審査結果通知   令和５年８月中旬頃 

 

５ 参考図面の閲覧について 

  参考図面（建築工事に係る設計図等）については、下記の方法により閲覧に供する。 

（１）閲覧期間  

本プロポーザルの公告日から令和５年６月 21 日（水）まで 

（２）閲覧方法  

田辺市新庁舎整備室の公式ホームページからのダウンロードによるものとする。 

（３）パスワードの取得方法 

   閲覧用のデータにはパスワードを設定しているため、閲覧を希望する者は、次に掲げ

る方法により、パスワード取得のための申請書類を提出すること。なお、パスワードは

田辺市物品入札参加者等登録名簿に登録がある者にのみ発行する。 

  ア 提出書類 パスワード照会書（様式１） 

  イ 提出方法 電子メールにより提出すること。 

         ※提出先メールアドレス：「16 問合せ先」を参照 

 ※メールの件名は、「【パスワード照会】田辺市庁舎総合管理業務」とす

ること。 

 ※メール送信後、電話による受信確認を行うこと。受信確認は、上記閲

覧期間中の平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（正午から
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午後１時までを除く。）とする。 

  ウ 回答方法 随時、電子メールにてパスワードを記載し、返信する。 

 

６ 質問対応 

本プロポーザルに関する質疑の受付は下記のとおりとする。 

なお、質疑は、参加表明書、企画提案書等の作成及び提出に関する事項、並びに本件業

務に関する事項とし、評価及び審査に関する質問並びに提案内容に係る質問は一切受け

付けない。 

（１）受付期限  

令和５年６月２日（金）午後５時まで（必着） 

（２）受付方法  

質問書（様式２）により、電子メールにて提出すること。 

※電子メール以外（電話等）での質問は、受け付けない。 

※提出先メールアドレス：「16 問合せ先」を参照 

※件名は、「【質問】田辺市庁舎総合管理業務」とすること。 

※質問書送信後、電話による受信確認を行うこと。受信確認は、上記受付期限までの

平日の午前８時 30分から午後５時 15 分まで（正午から午後１時までを除く。）と

する。 

（３）回答方法  

令和５年６月 13 日（火）頃を目途に、質問者の事業者名等を伏せた形で田辺市公式

ホームページにて公表する。 

 

７ 参加表明書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書の提出を行わなければならない。

なお、期限までに参加表明書の提出がない者は、本プロポーザルに参加することができな

い 

（１）提出書類  

ア プロポーザル参加表明書（様式３） 

  イ 業務実績確認書（様式４） 

※本要領「３の【単体事業者の場合】の（６）」に掲げる実績を証明する資料とし

て、以下の書類を添付すること。 

①当該業務の契約書（写し）又は履行証明書 

②当該業務の内容がわかる仕様書 

※様式４により、本要領「３の【単体事業者の場合】の（６）」に規定する参加資

格の審査を行うとともに、評価基準における「同種業務の履行実績」に係る審査

を行う。 

  ウ 共同企業体結成届兼委任状（様式５） 
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  エ 共同企業体協定書（任意様式とし、写しを添付すること） 

    ※上記、ウ及びエについては、共同企業体により参加する場合に限り提出すること。 

（２）提出期限等 

ア 提出期限 令和５年６月 21 日（水）午後５時まで 必着 

イ 提出方法 持参又は郵送 

※郵送による場合は、必ず受取日時及び配達されたことが証明できる

方法とすること。 

ウ 提 出 先 〒646-8545 田辺市新屋敷町１番地 

         田辺市役所 本庁２階 新庁舎整備室 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

ア 企画提案書提出書（様式６）１部 

イ 企画提案書（任意様式）  正本 １部、副本 ６部 

ウ 見積書（様式７）     正本 １部、副本 ６部 

エ 見積内訳書（任意様式）  正本 １部、副本 ６部 

※提案限度額 275,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を超えない

こと。 

※見積内訳書については、年度ごと、業務の項目ごと（仕様書１～７）の明細、価

格等の積算根拠を明記すること。 

（２）提出期限等 

ア 提出期限 令和５年７月 18 日（火）午後５時（必着） 

イ 提出方法 郵送又は持参 

※郵送による場合は、必ず受取日時及び配達されたことが証明できる

方法とすること。 

ウ 提 出 先 参加表明書の提出先と同じ 

エ 留意事項 企画提案書等の提出後、その内容について不明点等があった場合、本市

より質問する場合があるので、誠実に対応すること。 

 

９ 企画提案書の作成要領 

（１）企画提案書等は正本１部、副本６部をそれぞれＡ４版フラットファイルに綴じ込ん

で作成すること。この場合、企画提案書提出書（様式６）は正本に綴じ込むこと。ま

た、ファイルの本体には何も記載しないこと。 

（２）本プロポーザルの審査は匿名で行うため、各提出書類の副本については、提案事業

者を特定又は類推できる内容（商号又は名称、ロゴマーク等）の記載は行わないこと。

企画提案書の中身についても同様とし、提案事業者を特定又は類推できる記載がある

場合は、事務局において当該箇所を黒塗りすることがある。 
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（３）企画提案書及び見積内訳書はＡ４版での作成を基本とするが、部分的にＡ３版を用

いる場合は、片袖折り（Ｚ折り）にしてファイルに綴じ込むこと。 

（４）片面印刷とし、ページ数は 30 ページ以内（目次・用語集、見積書（様式７）、見積

内訳書（任意様式）を除く。）とする。 

（５）企画提案書は、別紙「提案書評価基準」の評価項目ごとに作成することとし、当該

評価項目の項番号を記載したインデックスシールを対応する提案書に貼付すること。

なお、評価項目のうち、「同種業務の履行実績」に係る評価については、プロポーザル

参加表明書とともに提出される業務実績確認書（様式４）により行うため、企画提案

書への書類の添付は要しない。 

（６）企画提案書は、専門用語を多用しない等、専門知識を有しない者にも理解できるよ

う配慮すること。専門用語を使用する際は、注釈をつけること。また、図や表などを

適宜使用するなど、分かりやすさ、読みやすさに努めること。 

（７）企画提案書は、別紙「提案書評価基準」の各評価項目における評価の視点に沿って、

審査委員が容易に採点できるよう、簡潔かつ明瞭に作成するように努めること。 

（８）提案書の記載事項については、責任を持って実行可能な内容とし、これらの内容を

説明できる具体的な根拠を示すこと。 

（９）別紙「提案書評価基準」の評価項目に掲げる事項以外に、その他の提案やアピール

ポイントがある場合は、適宜記載することを妨げない。 

 

10 審査 

  審査は、別紙「提案書評価基準」に基づき、下記の要領で行う。 

（１）第１次審査 

ア 審査基準 事務局において、業務実績確認書（様式４）及び見積書（様式７）を基

に、実績評価点及び価格評価点を算出し、合計点の上位５者を選定する。

ただし、評価の基準により算出した点数が同点の場合に限り、５者を超え

て選定できるものとする。 

イ 審査結果 令和５年７月 26 日（水）頃を目途に各提案事業者に対して書面にて通

知する。 

（２）第２次審査 

ア 実施日時 令和５年８月４日（金）予定 

         ※開始時刻及び実施場所は、提案事業者に対して個別に連絡する。 

イ 時間配分 説明 25分以内、質疑 15分程度 

ウ 出席人数 １提案事業者につき５人までとする。 

※配置予定の統括管理責任者の参加を必須とする。 

※審査は提案事業者名を公表せずに行うので、提案事業者名を類推で

きるもの（名札、制服等）は着用しないこと。 

エ 審査体制 本市の職員で構成する「田辺市庁舎総合管理業務受託候補者選定審査
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委員会」（以下「委員会」という。）が審査する。 

オ 審査基準 別紙「提案書評価基準」に基づき審査する。なお、第１次審査の評価点

に加え、第２次審査における審査委員の採点による評価点との合計によ

り受託候補者を選定する。 

カ 審 査  委員会での審査において、最も高い評価となった者を、受託候補者とし

て選定する。提案事業者が１事業者の場合であっても審査を実施し、その

提案内容が一定の水準（評価点の満点の６割以上の得点を獲得）を満たす

と認められる場合は、当該提案事業者を受託候補者として選定する。な

お、第２次審査会は、非公開とする。 

キ 審査結果 令和５年８月 18 日（金）頃を目途に各提案事業者に対して書面にて審

査結果を通知するとともに、本プロポーザルへの参加事業者数と受託候

補者の商号又は名称及び採点結果を田辺市公式ホームページで公表する。 

 

11 失格事項 

本プロポーザルの提案事業者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当す

る場合は、失格とする。 

（１）契約締結までにプロポーザル参加資格を満たさなくなったとき。 

（２）契約締結までに提出書類に虚偽の記載があることが判明したとき。 

（３）選定結果に影響を与えるような不正な行為・外部圧力等を行ったとき。 

（４）第２次審査に参加しなかったとき。 

（５）企画提案書等の提出方法、提出先、提出期限が、本要領に適合していないとき。 

（６）企画提案書等の作成形式等が、本要領に適合していないとき。 

（７）企画提案書等の提出期限後に提出資料を変更したとき。 

（８）企画提案等の内容が一定の水準（評価点の満点の６割以上の得点を獲得）を満たさな

かったとき。 

（９）その他、市が不適格と認めた場合 

 

12 契約 

（１）受託者の決定 

委員会での審査により決定した受託候補者と契約に係る協議を行い、仕様等の詳細

について確認の上、当該受託候補者を受託者として決定する。ただし、当該受託候補者

との協議が整わない場合は、委員会での審査における次順位者との協議により、受託者

を決定することができるものとする。 

（２）契約の締結 

上記（１）で決定した受託者は、契約に必要な書類を揃え、本市と協議の上、速やか

に契約手続を進めるものとする。 

（３）債務負担行為に係る契約について 
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本件は債務負担行為に係る契約となるため、各会計年度（令和６年度から令和８年度

まで）における契約代金の年割額を設定する。 

 

13 辞退 

参加表明書等を提出した後において、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速や 

かに、持参又は郵送により、辞退理由を記した参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

14 参考図面等 

閲覧に供する参考図面等については、「田辺市新庁舎新築工事」等に係る入札時点での

設計図面であり、今後新庁舎完成まで随時変更される可能性がある。本プロポーザルへの

参加者は、建設工事に係る設計変更に伴い、本プロポーザルに係る仕様書の内容について

も変更となる可能性があることを考慮に入れて本プロポーザルに臨むこと。なお、プロポ

ーザル参加表明書の受付締切後に、仕様書が変更された場合には参加表明者に変更内容

を通知することとし、仕様書の変更が大きく、本プロポーザルの実施に支障をきたすと委

託者が判断した場合は、プロポーザル実施スケジュールの見直しや企画提案書、見積書等

の再提出を求める場合があることについて留意すること。 

受託候補者決定後については、業務開始までに最新の設計図面を提供することとし、仕

様書が変更となる場合は、都度受託内容の変更について協議を行うこととする。 

 

15 その他 

（１）本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（３）提出書類は返還しない。 

（４）企画提案書等の著作権は、原則として当該提案事業者に帰属するものとする。ただし、

市が受託候補者の選定に必要と認める場合は無償で使用することができるものとする。 

（５）提出書類は、市において受託候補者選定に伴う作業等の必要な範囲において複製する

ことができるものとする。 

（６）提出書類は、公平性・透明性・客観性を期すため、必要により議会等に公表すること

がある。 

（７）プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、田辺市情報公開条例に基づき、提

出書類等を公開することがある。 

（８）本プロポーザルへの参加を辞退しても、これを理由として今後不利益な取り扱いをす

ることはない。 

(９)本プロポーザルに関して知り得た田辺市新庁舎に関する一切の内容及び情報を、第三

者に開示したり、漏洩しないこと。 

(10)本プロポーザルの参加者は、受託候補者選定後、本プロポーザルに係る要領等の内容

について又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。 
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(11)本プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約内容等につ

いては、その内容を基本としつつも確約するものではない。 

(12)第２次審査の質疑において、提案価格内で実施すると回答した内容については、誠実

に実施すること。 

（13）「11 失格事項」に該当し失格となった者に対し、市は一切の損害賠償の責を負わな

い。 

 

16 問合せ先 

田辺市総務部総務課新庁舎整備室 

〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町 1番地 

TEL：0739-34-3336 FAX：0739-22-5310 

Mail：chosha-seibi@city.tanabe.lg.jp 
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 （
別
紙
）
 

提
案
書
評
価
基
準
 

評
価
項
目
 

項
番

 
評
価
の
視
点
 

配
点
 

業
務
実
施
方
針
 

1
 

・
総
合
管
理
業
務
の
基
本
方
針
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
か
。
 

・
各
業
務
間
で
連
携
し
て
効
率
の
良
い
庁
舎
管
理
と
な
る
よ
う
な
考
え
方
・
仕
組
と
な
っ
て
い
る
か
。
 

3
0 

業
務
実
施
体
制
 

2
 

・
配
置
予
定
の
設
備
管
理
員
（
統
括
管
理
責
任
者
）
は
十
分
な
実
績
・
技
術
力
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
有
し
て
い
る
か
 

・
本
業
務
に
関
連
す
る
部
門
の
組
織
、
人
員
体
制
（
応
援
体
制
や
補
充
人
員
等
を
含
む
）
は
充
実
し
て
い
る
か
。
 

・
業
務
間
が
連
携
し
一
体
的
な
庁
舎
管
理
と
な
る
よ
う
な
管
理
体
制
に
つ
な
が
る
考
え
方
や
仕
組
み
は
具
体
的
で
適
切
か
。
 

3
0 

業
務
品
質
の
確
保
 

 
 
 

6
0 

 
 
常
駐
設
備
管
理
業
務
の
履
行
 

3
 

・
施
設
の
特
性
に
合
っ
た
施
設
管
理
方
針
を
持
っ
て
い
る
か
。
 

・
日
常
点
検
に
よ
り
不
具
合
が
発
見
で
き
る
体
制
か
。
 

・
当
市
の
要
望
に
対
し
、
迅
速
に
協
議
し
、
柔
軟
に
対
応
が
で
き
る
か
。
 

・
施
設
や
設
備
の
不
具
合
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
優
れ
て
い
る
か
。
 

(
1
2
) 

 
 
常
駐
警
備
業
務
の
履
行
 

4
 

・
警
備
計
画
や
巡
回
・
監
視
体
制
は
十
分
か
。
 

・
不
審
者
対
応
等
、
緊
急
時
の
対
応
に
優
れ
て
い
る
か
。
 

・
夜
間
、
休
日
に
お
け
る
窓
口
対
応
に
優
れ
て
い
る
か
。
 

・
施
設
管
理
員
と
の
連
携
体
制
は
適
切
か
。
 

(
1
2
) 

 
 
施
設
維
持
管
理
業
務
の
履
行
 

5
 

・
法
定
点
検
及
び
自
主
点
検
の
実
施
方
針
、
業
務
間
連
携
に
係
る
体
制
は
具
体
的
で
適
切
か
。
 

・
再
委
託
先
、
関
連
会
社
、
メ
ー
カ
ー
等
と
の
連
携
体
制
は
適
切
か
。
 

・
定
期
保
守
等
の
結
果
を
日
常
管
理
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
仕
組
や
考
え
方
は
具
体
的
で
適
切
か
。
 

(
1
2
) 

 
 
清
掃
業
務
等
の
履
行
 

6
 

・
日
常
清
掃
、
定
期
清
掃
、
感
染
症
対
策
は
十
分
か
。
 

・
突
発
的
な
汚
れ
等
へ
の
対
応
が
可
能
な
体
制
か
。
 

・
植
栽
管
理
は
適
切
か
。
 

(
1
2
) 

 
 
業
務
品
質
の
向
上
 

7
 

・
業
務
品
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
考
え
方
や
仕
組
は
具
体
的
で
適
切
か
。
 

・
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
縮
減
や
業
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
考
え
方
や
仕
組
は
具
体
的
で
適
切
か
。
 

・
そ
の
他
、
業
務
全
般
に
対
し
て
、
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
か
。
 

(
1
2
) 

不
具
合
・
災
害
発
生
時
対
応
 

8
 

・
各
種
監
視
盤
等
に
よ
り
火
災
や
不
審
者
侵
入
等
の
異
常
発
生
を
発
見
し
た
際
の
緊
急
対
応
に
係
る
対
応
手
順
や
体
制
は
適
切
か
。
 

・
事
故
や
災
害
（
火
災
、
地
震
、
風
水
害
、
感
染
症
等
）
発
生
時
の
被
害
を
最
小
限
に
す
る
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。
 

・
大
規
模
災
害
時
等
に
イ
ン
フ
ラ
が
停
止
し
た
場
合
の
対
応
方
法
に
優
れ
て
い
る
か
。
 

3
0 

地
域
へ
の
貢
献
 

9
 

・
市
内
業
者
の
活
用
（
再
委
託
）
に
つ
い
て
ど
の
程
度
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
。
 

・
共
同
企
業
体
の
構
成
員
に
市
内
業
者
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。
 

・
田
辺
市
民
の
雇
用
に
つ
い
て
ど
の
程
度
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
。
 

・
市
内
業
者
の
活
用
方
針
が
具
体
的
か
。
 

6
0 

追
加
提
案
 

1
0 

・
効
果
が
期
待
で
き
る
追
加
サ
ー
ビ
ス
や
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
提
案
が
あ
る
か
。
 

・
職
員
へ
の
事
務
支
援
（
届
出
書
作
成
や
計
画
作
成
等
の
助
言
等
）
に
関
す
る
具
体
的
な
提
案
が
あ
る
か
。
 

1
5 

同
種
業
務
の
履
行
実
績
 

-
 

同
種
業
務
（
※
）
の
履
行
実
績
に
つ
い
て
、
件
数
、
規
模
（
延
床
面
積
）
及
び
受
託
金
額
に
よ
り
評
価
す
る
。
 

3
0
 

提
案
価
格
 

1
1 

提
案
価
格
評
価
点
＝

45
点
×
最
小
提
案
金
額
／
当
該
提
案
者
の
金
額
 

4
5 

合
計
 

 
 

 
 

3
0
0 
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